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【担当課】 

第４章 循環型社会の形成  

３．適正処理の推進 

⑴  事業者指導及び監視強化 

 ① 排出事業者や産業廃棄物処理事業者等への立入・指導による適正処理の推進 
 

 ⑴ 事業目的 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく監視指導を通じて産業廃棄物の適正処理の確保を図

るとともに、不法投棄の防止を徹底します。 

    

 ⑵ 取組状況 

 産業廃棄物の排出事業者及び産業廃棄物処理業許可業者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律に基づく立入検査等を継続的に行い、産業廃棄物の適正処理を指導しています。 

    

  

 

所属名 問い合わせ先 

（主）廃棄物対策課 0852-22-6563 


